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場 所  下茅原公民館 

 

 

 



令和６年度 茅広江住民自治協議会総会次第 

 

１．開会のことば 

２．茅広江住民自治協議会会長挨拶 

３．議長選出 

４．資格審査報告 

５．書記と議事録署名人の選出 

６．議事 

第 1号議案 令和５年度活動実績報告について       ････ 2 

第２号議案 令和５年度決算報告および監査報告について  ････ 6 

第３号議案 令和６年度茅広江住民自治協議会役員および 

           各部会役員の選出について      ････10 

第４号議案 令和６年度活動計画について         ････ 11 

第５号議案 令和６年度予算について           ････ 12 

第６号議案 その他 

７．報告事項 

 報告第 1号 令和７年度総会より、代議員の数を２４名（各地区８名）にする。 

       （会則 第１３条の２） 

 

＜添付資料＞ 

  ・茅広江住民自治協議会会則            ･････14 

  ・代議員一覧                   ････ 19 

  ・役員・部会員名簿                ････ 20 

 

８．議長解任 

９．閉会のことば 
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月 日 活動 グループ 参加人数

4 会計履行確認 住民自治協議会会長、会計 2

4 住民自治協議会会計監査 住民自治協議会会計、局長、監事、事務員 6

6 まちづくり会議（新旧役員会） 住民自治協議会役員 15

13 住民自治協議会運営委員会 住民協議会担当役員 22

27 住民自治協議会総会　 住民自治協議会新旧役員、監事、代議員、来賓 48

12 まちづくり会議 住民自治協議会役員 17

18 助け合い組織「ちひろえ」会計監査 助け合い組織「ちひろえ」監事、事務局長 5

19 助け合い組織「ちひろえ」福祉サービス総合保障加入手続き 助け合い組織「ちひろえ」事務局長 1

28 助け合い組織「ちひろえ」総会 住民自治協議会役員、協力会員 31

9 まちづくり会議 住民自治協議会役員 9

23 住民協議会事務局員研修 事務局長 1

7 7 まちづくり会議 住民自治協議会役員 8

8 10 まちづくり会議 住民自治協議会役員 9

住民協議会事務局員研修 事務局長 1

まちづくり会議 住民自治協議会役員 8

10 6 まちづくり会議 住民自治協議会役員 10

11 10 まちづくり会議 住民自治協議会役員 12

8 まちづくり会議 住民自治協議会役員、健康福祉部会長 13

19 住民協議会事務局員研修 事務局長 1

1 5 まちづくり会議 住民自治協議会役員 12

2 9 まちづくり会議、運営委員会 住民自治協議会役員、各部会長 14

1 住民協議会事務局員研修 事務局長 1

8 まちづくり会議 住民自治協議会役員 9

月 日 活動 グループ 参加人数

土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 64

3 高齢者食事サービス 下茅原ささゆり会 29
火・木 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 119
火・木 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 149

土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 66

22 健康ウォーキング（丹生大師） 健康福祉部会、一般 17

20 高齢者食事サービス 広瀬福寿会 42

27 要配慮者食事サービス（対象85人世話人13人） 健康福祉部会 98
火・木 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 134

土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 66

茅広江グラウンドゴルフ大会 健康福祉部会、一般 34

高齢者見守り慰問 寄せ植えと慰問（対象25人世話人13人） 健康福祉部会 38

30 高齢者食事サービス 下茅原ささゆり会 15
火・木 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 78

土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 25

19 在宅介護者の集い　高齢者福祉サービス、介護相談 在宅介護者、民生委員、一般 22

20 在宅介護者ちょっと一息活動　欠席者訪問 民生委員、在宅介護者 17

1 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 89

3 高齢者組織の活動事業 健康福祉部会、ひまわりクラブ会員他 24

5 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 48

28 市民体育祭実行役員会 実行役員 17

6

12

3

4
6

健康福祉部会

第１号議案　令和５年度活動実績報告

本部の活動

5

4

9

8

7

4

5
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土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 77
火・木 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 105

16 紅白饅頭、赤飯配布（対象83人世話人13人） 健康福祉部会 96

22 市民体育祭実行委員会 実行役員、実行委員 44

29 高齢者食事サービス 下茅原ささゆり会 28

30 敬老会　お菓子と食事配布(対象28人世話人7人） 広瀬婦人会 35
火・木 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 157

土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 67

7 茅広江地区市民体育祭前日準備 健康福祉部会、本部役員 44

8 つばな保育園・茅広江地区市民体育祭 茅広江地区住民、つばな保育園 220

21 茅広江グラウンドゴルフ大会 健康福祉部会、一般 39

27 敬老会　 下茅原ささゆり会 54

2 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 162

4 要配慮者食事サービス（対象81人世話人14人） 健康福祉部会 95

9 高齢者と子供のふれあい活動（対象16人） 射和小学生16人、民生委員、自治会長他 19

12 要配慮者食事サービス（対象62人） 広瀬福寿会 62

1 高齢者花の慰問寄せ植えと慰問26人世話人13人 健康福祉部会 39

土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 85
火・木 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 111

6 高齢者組織の活動事業（ひまわり会活動） 各地区65歳以上の申込者 25

14 要配慮者食事サービス（対象25人） 下茅原ささゆり会 25
火・木 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 147

土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 46

9 ふれあいウォークラリー大会実行委員会 健康福祉部会、本部役員 26

24 ふれあいウォークラリー大会もち米かし 事務局 1

25 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 18

健康福祉部会、地域振興部会三役会議 健康福祉部会三役、事務局長 11

ふれあいウォークラリー大会餅つき 事務局 4

27 ふれあいウォークラリー大会前日準備 健康福祉部会、事務局 15

28 ふれあいウォークラリー大会　 健康福祉部会、役員、一般 152

1 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 133

3 要配慮者食事サービス（対象79人世話人14人） 健康福祉部会 93

土 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 59

9 福祉学習会（熊野市との交流、助け合い組織について） 協力隊、役員他 22

24 健康ウォーキング(珍布峠5.5㎞） 一般 40

2 グラウンドゴルフ 健康福祉部会、ささゆり会、一般 69

5 グラウンドゴルフ グラウンドゴルフクラブ 78

17 高齢者食事サービス（福寿会総会） 広瀬福寿会 61

25 高齢者食事サービスささゆり会花見を楽しむ会） 下茅原ささゆり会 36

29 健康福祉部会（新旧部会） 会長、健康福祉部会、事務局長 20

月 日 活動 グループ 参加人数

環境安全防災部会、ササユリの生育調査、ホタル調査 環境・安全防災部会 12

地区防災訓練　下茅原 下茅原自治会、消防団 100

花いっぱい運動、日日草,マリーゴールドの苗植え 環境・安全防災部会 10

3地区合同放水訓練 環境・安全防災部会、消防団 52

6 環境美化活動 各自治会 268

8 環境安全、教育文化合同部会 環境・安全防災部会、教育文化部会 18

20 川遊びアンド生き物調査 環境・安全防災部会、教育文化部会、一般 中止

2

8

3

9

環境・安全防災部会

12

1

11

9

10
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28

7

5
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20 水質検査 環境・安全防災部会 2

松阪市防災訓練 各自治会長、消防団、事務局 21

非常時炊き出し訓練（非常時備蓄の配布） 環境・安全防災部会、各自治会 150

地区防災訓練 上茅原自治会、消防団 17

29 地区防災訓練 広瀬自治会、消防団 150

11 24 花いっぱい運動、パンジービオラの植え込み 環境・安全防災部会 9

12 10 環境美化活動(上茅40人下茅80人広瀬120人） 各自治会 240

1 25 環境安全防災部会・教育文化部会三役会議 環境安全防災部会三役、教育文化部会所長 9

3 28 環境安全防災部会（新旧部会） 環境・安全防災部会 13

月 日 活動 グループ 参加人数

10 つばなっ子を育てる会打合せ つばなっ子を育てる会、園長、館長、所長 12

27 つばなっ子を育てる会春野菜苗植え つばなっ子を育てる会、保育園、館長、所長 19

13 つばなっ子を育てる会農園中耕追肥作業 地域振興部会 7

29 つばなっ子を育てる会  雨除け作業 つばなっ子を育てる会、保育園、館長、所長 17

4 さつまいもの耕起作業 地域振興部会 1

5 さつまいもの挿し苗作業 地域振興部会、保育園 17

19 つばなっ子を育てる会  農園追肥,鳥獣害対策、草引き つばなっ子を育てる会、館長 8

28 園芸教室（秋冬野菜の栽培と野菜の管理、連作障害について） 地域振興部会、JA営農指導員、一般 11

29 広報紙発行 地域振興部会、各部会長 20

7 10 つばなっ子を育てる会　農園除草、整枝、囲い設置 つばなっ子を育てる会、館長、所長 8

11 広瀬夏祭り 広瀬自治会、青壮年部

26 夏祭り 下茅原花火 下茅原自治会、同好会

29 つばなっ子を育てる会　農園の片付けと秋冬野菜の畝立て つばなっ子を育てる会、館長、所長 6

4 つばなっ子を育てる会 秋冬野菜の植え付け つばなっ子を育てる会、館長、所長 6

29 ふれあいまつり実行役員会 実行役員 16

ふれあいまつり実行委員会 まちづくり役員、地域振興部会他 44

さつまいもの収穫作業 保育園、地域振興部会、事務局 31

18 ふれあいまつり準備 地域振興部会他実行役員委員 37

19 ふれあいまつり 地域振興部会他実行役員委員、一般 250

20 ふれあいまつり作品展示会 一般 5

21 ふれあいまつり作品展示会 一般 8

1 26 健康福祉部会、地域振興部会三役会議 地域振興部会、事務局長 11

22 園芸教室 地域振興部会、一般 17

27 広報紙発行 地域振興部会、各部会長 20

22 つばなっ子を育てる会 つばなっ子を育てる会、事務局、保育園 16

29 地域振興部会（新旧部会） 地域振興部会 9

月 日 活動 グループ 参加人数

10 小筆、ボールペン 小筆ボールペン教室 5

14 料理教室 ちひろえレストラン 8

26 ちひろえ元気くらぶ 受講生 8

8 小筆、ボールペン 小筆ボールペン教室 6

12 料理教室 ちひろえレストラン 9

24 ちひろえ元気くらぶ 受講生 9

12 小筆、ボールペン 小筆ボールペン教室 5

15 料理教室（食事会） ちひろえレストラン 10

22 健康食料理教室 参加者、食生活改善委員、館長 16

26 つばな保育園児との交流会 参加者、保育園、事務局 20

28 ちひろえ元気くらぶ 受講生 9

2

4

11

教育文化部会
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9
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地域振興部会
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10 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 6

14 料理教室 ちひろえレストラン 7

24 相可高校料理教室 参加者 21

29 子どもの料理教室 小中学生、食生活改善委員 16

1 つばな保育園児との交流会　つばな川遊び つばなっ子を育てる会、館長、所長 13

4 ボウリング大会 一般 45

8 環境安全、教育文化合同部会 環境・安全防災部会、教育文化部会 18

20 川遊びアンド生き物調査 教育文化部会、環境安全部会 中止

21 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 5

8 料理教室 ちひろえレストラン 5

11 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 5

27 ちひろえ元気くらぶ 受講生 10

28 社会見学 参加者 32

30 南地区グラウンドゴルフ大会 教育文化部会、一般 76

12 つばな保育園児との交流会(陶芸教室１回目） 保育園、講師、事務局 13

13 料理教室 ちひろえレストラン 8

16 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 6

20 つばな保育園児との交流会(陶芸教室2回目） 保育園、講師、事務局 12

25 ちひろえ元気くらぶ 受講生 16

2 つばな保育園児との交流会（芋の弦を使ったリース土台作り） 事務局、保育園 5

4 つばな保育園児との交流会（芋の弦を使ったリース土台作り） 事務局、保育園 5

8 つばな保育園児との交流会（芋の弦を使ったリース作り） 保育園、事務局 20

10 料理教室 ちひろえレストラン 10

13 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 6

14 ものづくり教室 一般 16

15 ちひろえ元気くらぶ 受講生 13

8 料理教室 ちひろえレストラン 7

11 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 5

16 映画鑑賞会 一般、教育文化部会 24

20 ちひろえ元気くらぶ 受講生 9

12 料理教室 ちひろえレストラン 8

15 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 6

24 ちひろえ元気くらぶ 受講生 10

25 教育文化部会・環境安全防災部会三役会議 教育文化部会、環境安全防災部会事務局長 9

5 健康講座「もっともっと歩こう」 一般、教育文化部会、健康センター 29

9 料理教室 ちひろえレストラン 10

15 健康食料理教室 食生活改善委員、一般 14

18 音楽鑑賞会（ふれあいコンサート） 教育文化部会、一般 47

19 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 4

28 ちひろえ元気くらぶ 受講生 8

29 教養講座「「特殊詐欺対策」は万全ですか」 教育文化部会、一般、大石駐在所員 17

8 料理教室 ちひろえレストラン 6

11 小筆、ボールペン 小筆、ボールペン教室 6

27 ちひろえ元気くらぶ 受講生 10

28 教育文化部会(新旧部会） 教育文化部会 15

月 日 活動 グループ 参加人数

1 9 自治会部会 各自治会長、所長 4

2 4 南ブロック自治会長等研修会 各自治会長、各自治会長代理、館長、所長 8

9

8

自治会部会

3

11

10

1

2

12

7
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円

円

円

収入の部

科　　目 予算額 A 決算額 B 増減 B－A

繰越金 664,174 664,174 0

住民協議会活動交付金 1,575,500 1,575,500 0

雑収入 267,000 241,547 △ 25,453

収入合計 3,541,614 3,446,441 △ 95,173

市民体育祭バザー売上：3,600円
ふれあい祭りバザー売上：237,935円
預金利息：12円

－ ６ －

自己資金
（個人負担）

412,500

ボウリング会費：35,500

ひまわり会行事会費：59,080

社会見学参加費：224,000

料理教室参加費：10,200

ものづくり教室参加費：14,000

342,780 △ 69,720

社会福祉協議会
助成金 622,440

地域ふれあい活動助成金：75，000

福祉啓発活動助成金：26，000

見守りネットワーク活動助成金：30，000

要配慮者等食事サービス助成金：250，000

地域福祉教育活動助成金93，000

在宅介護者のつどい助成金26，000

地域づくり（地域の絆）助成：22，440

地域福祉活動推進事業助成金：100，000

622,440 0

住民自治協議会交付金1,537,000
ふるさと応援寄付金38,500

第２号議案　令和５年度決算報告および監査報告　

収入合計 3,446,441

支出合計 2,781,440

差引合計 665,001

665,001 円を令和６年度に繰り越します。

収　入　内　容　（名称・相手方・金額詳細など）

令和4年度からの繰越金

令和５年度　一般会計収入支出決算書



部会名
事業
番号

事　業　名 予算額 A 決算額 B 増減 B-A 摘　　　要

1 高齢者見守り活動 31,000 30,285 △ 715

2 高齢者と子供のふれあい活動 2,000 0 △ 2,000

3 要配慮者食事サービス 280,000 269,923 △ 10,077 1回目45,299,9月敬老49,320,2回目51,093,3回目21,911

4 高齢者食事サービス 90,000 57,300 △ 32,700 ささゆり会32,400，福寿会24,900

5 健康ウォーキング 40,000 34,609 △ 5,391

6 市民体育祭開催事業 130,000 135,453 5,453 紅白はちまき200本22,000,役員弁当・お茶30,508

7 茅広江グラウンドゴルフ大会 25,040 24,997 △ 43

8 ふれあいウォークラリー大会 80,000 76,689 △ 3,311

9 福祉学習会 30,000 27,174 △ 2,826

10 高齢者組織の活動事業 80,000 70,958 △ 9,042

11 在宅介護者のつどい 27,000 27,080 80

12 健康推進活動（グラウンドゴルフ） 5,000 5,000 0

13 助け合い組織「ちひろえ」 10,000 10,000 0

830,040 769,468 △ 60,572

14 環境美化活動 6,000 0 △ 6,000

15 ホタル、ササユリ調査と保存 2,000 1,706 △ 294

16 川の生き物調査 5,000 0 △ 5,000 川遊びアンド生き物調査 中止

17 花いっぱい運動 38,500 38,604 104

18 水質調査 41,000 40,370 △ 630

19 防災活動 67,000 55,242 △ 11,758 各地区 防災食（フリーズドライ）の購入

20 3地区合同放水訓練 9,000 4,574 △ 4,426

21 防犯灯更新事業 100,000 110,880 10,880 LED防犯灯取り換え工事（上茅原3基、下茅原3基）

268,500 251,376 △ 17,124

22 園芸教室 3,000 2,754 △ 246

23 夏祭り協賛事業 10,000 10,000 0

24 広報紙発行事業 40,000 37,000 △ 3,000

25 つばなっ子を育てる会 50,000 57,474 7,474 農業資材代 48,474,紅はるか苗代 9,000

26 ふれあい祭り 300,000 213,494 △ 86,506 売上高237,935,支出213,494,+24,441

403,000 320,722 △ 82,278

27 各種公民館教室・講座講師謝礼 99,000 72,000 △ 27,000 講師謝礼72,000

28 社会見学 300,000 278,199 △ 21,801 会費224,000，支出278,199で△54，199

29 ボウリング大会 90,000 84,249 △ 5,751 参加費35,500，支出84,249で△48,749

30 南地区グラウンドゴルフ大会 15,000 14,618 △ 382

31 ものづくり教室 25,000 20,164 △ 4,836 参加費14,000，支出20,164で△6,164

32 映画/音楽鑑賞会 5,000 40,616 35,616 音楽鑑賞会40,000（２７で支出せず）

33 各種料理教室 35,000 27,876 △ 7,124 会費10,200,支出27,876で4△17,676

34 自然観察ふれあい活動 17,000 0 △ 17,000 川遊びアンド生き物調査 中止

35 保育園児とのふれあい交流会 33,400 32,102 △ 1,298

619,400 569,824 △ 49,576

1,500 0 △ 1,500

37 保険料 50,000 45,974 △ 4,026

38 事務費 100,000 127,452 27,452 事務消耗品費

39 旅費 40,000 40,480 480

40 事務人件費 565,000 656,144 91,144 最低賃金改定（R3 902→R4 933→R5 ９73）

755,000 870,050 115,050

予備費 41 予備費 664,174 0 △ 664,174

3,541,614 2,781,440 △ 760,174

－ ７ －

小   計

支出合計

1,500 △ 1,500

小  計

事
務
局

0

地
域
振
興
部
会

小   計

自治会
部会

36 連絡調整会議

教
育
文
化
部
会

小  計

支出の部

健
康
福
祉
部
会

小   計

環
境
・
安
全
防
災
部
会

小  計
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令和５年度 特別会計収入支出決算書 

 

収入合計   ６４８，７９１円 

支出合計         ０円 

差引合計   ６４８，７９１円 

 

収 入 

科目 内訳 決算額 

繰越金 前年度繰越金 648,785 

雑収入 預金利息 6 

収入合計 648,791 

 

 

支 出 

 支払いはありません。 

 

 
 





茅広江住民自治協議会役員

　　会長 小塩　正明
石神　善治
竹上　俊也
堀木　裕司
正坂　重夫

　　会計 西村　重之
　　事務局長 片谷  慎一

大家　茂樹
高野　二郎

茅広江住民自治協議会各部会役員

自治会部会
　　部会長 小塩　正明

石神　善治
竹上　俊也

　　書記 片谷　慎一
健康福祉部会
　　部会長 船谷　幸正
　　副部会長 長谷川　修二
　　書記 政木　浩明
環境・安全防災部会
　　部会長 谷　　和巳
　　副部会長 岡田　和也
　　書記 勝田　展弘
地域振興部会
　　部会長 吉川　里司
　　副部会長 鈴木　伸幸
　　書記 地主　　修
教育文化部会
　　部会長 西村　　明
　　副部会長 楠木　　理
　　書記 谷村　敏紀

－ １０ －

　　副会長

　　監事

第3号議案　　令和６年度 茅広江住民自治協議会
                                  役員および各部会役員の選出

　　書記

　　副部会長
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収入の部
科       目 昨年度予算額 A 本年度予算額 B 増減 B－Ａ

前年度繰越金 664,174 665,001 827
住民自治協議会交付金 1,575,500 1,593,000 17,500
社会福祉協議会補助金 622,440 596,440 △ 26,000

自己資金 412,500 140,500 △ 272,000
雑  収  入 267,000 220,000 △ 47,000

収入合計 3,541,614 3,214,941 △ 326,673

支出の部

部会名 昨年度予算額 A 本年度予算額 B 増減 B-A
事業
番号

事　業　名

31,000 31,000 0 1 見守りネットワーク
370,000 320,000 △ 50,000 2 要配慮者食事サービス
40,000 50,000 10,000 3 健康ウォーキング

130,000 100,000 △ 30,000 4 市民体育祭
25,040 25,440 400 5 茅広江グラウンドゴルフ大会
80,000 80,000 0 6 ふれあいウォークラリー大会
30,000 29,000 △ 1,000 7 福祉学習会
80,000 64,500 △ 15,500 8 高齢者組織の活動事業
27,000 27,000 0 9 在宅介護者のつどい
10,000 10,000 0 10 助け合い組織「ちひろえ」

小計 823,040 736,940 △ 86,100
6,000 5,000 △ 1,000 11 環境美化活動
2,000 2,000 0 12 ホタル、ササユリ調査と保存

38,500 30,000 △ 8,500 13 花いっぱい運動
41,000 41,000 0 14 水質調査
67,000 25,000 △ 42,000 15 防災活動
9,000 10,000 1,000 16 三地区合同放水訓練

100,000 112,000 12,000 17 防犯灯更新事業
小計 263,500 225,000 △ 38,500

3,000 7,000 4,000 18 園芸教室
10,000 25,000 15,000 19 各種協賛事業
40,000 37,000 △ 3,000 20 広報紙発行事業
50,000 33,000 △ 17,000 21 つばなっ子を育てる会

300,000 257,000 △ 43,000 22 ふれあい祭り
小計 403,000 359,000 △ 44,000

99,000 92,000 △ 7,000 23 各種公民館活動・講座講師謝礼
90,000 90,000 0 24 ボウリング大会
15,000 45,000 30,000 25 南地区グラウンドゴルフ大会
25,000 25,000 0 26 ものづくり教室
5,000 30,000 25,000 27 教養講座

35,000 33,000 △ 2,000 28 各種食料理教室
33,400 26,000 △ 7,400 29 子どもとのふれあい活動

小計 302,400 341,000 38,600
自治会部会 1,500 1,500 0 30 連絡調整会議

小計 1,500 1,500 0
50,000 46,500 △ 3,500 31 保険料

100,000 200,000 100,000 32 事務費
40,000 40,000 0 33 旅費

565,000 600,000 35,000 34 事務人件費
小計 755,000 886,500 131,500

予備費 993,174 665,001 △ 328,173 35 予備費

支出合計 3,541,614 3,214,941 △ 326,673

地域振興部会

教育文化部会

事務局

健康福祉部会

－　12 －

環境・安全防災部会

第５号議案　令和６年度一般会計収支予算

摘要

ふるさと応援寄付金R６は＋17,500

各種事業参加費他
ふれあいまつり売上金他



収入合計 648,791円

支出合計 648,791円

差引合計 　　   　0円

収　入

科目 予算額 収入内容

繰越金 648,791 令和５年度繰越金

雑収入 0 貯金利息等

収入合計 648,791

支　出

科目 予算額 支出内容

予備費 648,791 予備費

支出合計 648,791

第5号議案　令和６年度 特別会計収入支出予算書

－ １３ －
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茅広江住民自治協議会 会則 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 本会は、茅広江住民自治協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、地域の住民等が身近な課題を自主的に解決し、地域の特性を生かして自

律的にまちづくりを行い、持続的な協働の地域づくりを進めることを目的とする。 

 

（区域） 

第３条 協議会の区域は、茅原町（上茅原）、茅原町（下茅原）、広瀬町の範囲（以下「茅広

江地区」という。）とする。 

 

（事務所） 

第４条 協議会の事務所は、松阪市茅原町５７５番地 茅広江地区市民センターに置く。 

 

（事業） 

第５条 協議会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1)  基本協定に関する業務 

(2)  防災、防犯、交通安全等に関する事業 

(3)  福祉、健康づくり等に関する事業 

(4)  環境美化、環境保全等に関する事業 

(5)  地域振興、農林業振興に関する事業 

(6)  歴史、文化、伝統継承に関する事業 

(7)  生涯学習など公民館活動に関する事業 

(8)  地区住民の交流又は連帯に関する事業 

(9)  地区の団体育成に関する事業 

(10) 地域計画の策定に関する事業 

(11) その他地域づくりに関する事業 

 

（構成） 

第６条 協議会の会員は、茅広江地区に居住する住民及び茅広江地区で活動する自治会をは

じめ各種団体等とする。 

 

（組織） 

第７条 協議会は、総会、役員会、運営委員会及び部会をもって構成する。 

２ 協議会に事務局を置く。 

３ 協議会に監事を置く。 
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第２章  役員 

（役員の種別） 

第８条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長   １名 

(2) 副会長  ２名 

(3) 書記   ２名 

(4) 会計   １名 

 (5) 事務局長 １名 

(6) 監事   ２名 

２ 協議会に、必要に応じて相談役または顧問を置くことができる。 

 

（役員の決定） 

第９条 協議会の役員は、総会に諮り決定する。 

 

（役員の職務） 

第 10条 協議会の役員は、次の職務にあたる。 

(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

(3) 書記は、協議会の会務を記録する。 

(4) 会計は、協議会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。 

(5) 事務局長は、協議会の運営及び活動に伴う事務や記録を行う。 

(6) 監事は、協議会の会計及び資産の状況を監査する。 

 

（役員の任期） 

第 11条 協議会の役員の任期は、１年とし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第３章  総会 

（総会の種別） 

第 12条 総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。 

 

  (総会の構成) 

第 13条 総会は、構成員から選出された代議員をもって構成する。 

２ 代議員の定数は３０名以内とし、選出については、別に定める。 

 

  (総会の開催) 

第 14条 通常総会は年 1回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1)   会長が必要と認めた場合 

 (2)   代議員の３分の２以上の者から目的たる事項を示して請求があったとき 

 (3)   構成員の２分の１以上の者から目的たる事項を示して請求があったとき 
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  (総会の招集) 

第 15条 総会は、会長が召集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときには、その請求の

あった日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、

開会の７日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 

  (総会の定足数) 

第 16条 総会は代議員の２分の１以上の出席（委任状を含む）をもって成立する。 

 

  (総会の議長) 

第 17条 総会の議長は出席した代議員の中から選出する。 

 

  (総会の議決) 

第 18 条 総会の議事は出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の

決するところによる。 

 

 （総会の書面決議） 

第 19条 会長は、やむを得ない理由により総会を招集することができないと認めるときは、

議決を要する事項について、あらかじめ代議員に通知し、代議員が書面により表決する方

法によりこれを決することができる。 

 

 （総会の審議事項） 

第 20条 総会は、次の事項を審議し決定する。 

(1) 事業計画、予算、決算の決定に関すること 

(2) 規約の改廃の決定に関すること 

(3) 地域計画の策定に関すること 

(4) 役員の決定に関すること 

（5） その他必要と思われる事項に関すること 

 

  (総会の公開) 

第 21条 通常総会及び臨時総会は、公開を原則とする。 

２ 構成員は通常総会及び臨時総会を傍聴することができる。その場合、傍聴者は総会にお

ける議決権は有しないが、意見を述べることができる。 

 

第４章  役員会 

 （役員会の構成） 

第 22条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。 

 

 （役員会の招集と議長） 

第 23条 役員会は、会長が召集する。 

２ 役員会の議長は、会長がこれに当る。 
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 （役員会の審議事項） 

第 24条 役員会は、次の事項を審議し決定をする。 

（1） 総会に付議すべき事項 

（2） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（3） 重要事項で、総会を開催できる期間のない緊急を要する事項 

（4） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

第５章  運営委員会 

（運営委員会の構成） 

第 25条 運営委員会は、役員及び各部会等より選出された代表者で構成する。 

２ 運営委員会の長は、役員及び各部会等より選出された代表者より選出する。 

３ 運営委員会は、運営委員の長が招集する。 

４ 運営委員会の議長は、運営委員の長がこれに当たる。 

 （運営委員会の役割） 

第 26条 運営委員会は、次の事項を調整及び審議し、役員会に諮る。 

（1） 各部会の事業計画及び予算に関すること 

（2） 各部会の実績及び決算に関すること 

（3） その他協議会又は部会の運営に関すること 

 

第６章  部会 

 （部会の構成） 

第 27 条 協議会に、次の部会を置く。また、部会は茅広江地区で活動する各種団体等及び

会員より選出された者で構成する。 

 (1) 自治会部会 

(2) 健康福祉部会 

(3) 環境・安全防災部会 

(4) 地域振興部会 

(5) 教育文化部会 

 

２ 各部会の構成する者の中から各部会の部会長、副部会長、書記を選出する。 

３ 各部会の三役の任期は１年とし、再任は妨げない。 

４ 補欠により選出された部会三役の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（部会の役割） 

第 28条 部会は、第２条の目的を達成する事業の企画、調整及び執行を担う。 

２ 部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、次の各号について協議する。 

(1) 各部会の事業計画及び予算に関すること 

(2) 各部会の実績報告及び決算に関すること 

(3) 自治会部会は、基本協定に関すること。 

(4) その他部会運営等に関すること 
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第７章  会計及び監査 

（経費） 

第 29条 協議会の経費は、会費、寄付金、市交付金及びその他収入をもって充てる。 

２ 経費のうち旅費については、その用務について茅広江地区外に自動車を利用した場合は

実費相当額の旅費を支払う。また、公共交通機関（タクシーを除く）を利用した場合は

実費相当額を支払う。 
 

（会計年度） 

第 30条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（会計帳簿の整備） 

条 31条 協議会は、会の収入及び支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。 

２ 構成員による帳簿の閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、この閲覧を認

めなければならない。 

 

（監査） 

第 32条 監事は会計年度終了後、速やかに監査を実施し、その結果を総会にて報告する。 

 

第８章  その他 

（役員報酬等） 

第 33条 協議会は、役員に対して報酬等を支給することができる。 

 

 （委任） 

第 34条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。 

 

    

附 則 

  (施行期日) 

1  この会則は、令和３年４月２６日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

（権利等の継承） 

２ 茅広江まちづくり協議会に係る一切の権利、財産は、茅広江住民自治協議会が承継する

ものとする。 

 

 （茅広江まちづくり協議会規約の廃止） 

３ 茅広江まちづくり協議会規約は、廃止する。 

   

 


